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車線規制区間

一般国道１１号 吉野川大橋 の、県道沖ノ州埠頭線の右
折車線を１車線規制します
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上り線（徳島市内方面）

島
市
街

鳴
門
市

下り線（鳴門市方面）

延長約300m
延長約
150m

延長約500m
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延長約500m

鳴門市方面向き３車線の内中央部１車線を規制します↓上流


